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－ ご意向確認のお願い － （生保） 
 
 この保険は、以下の保障を必要としている方に適した保険期間１年（更新により一定年齢まで継続可能）の生命保険です。 

 ■死亡・高度障害保障   ■不慮の事故による死亡・高度障害保障 

 *保障内容の詳細は加入勧奨資料に記載していますので、そちらをご確認ください。 

  ご加入にあたっては、この保険の契約内容（保障内容・保険金額・掛金等）がご自身のご意向（ニーズ）に合致しているか、加入勧奨資料で必ず 

  ご確認ください。また、加入勧奨資料はお申込みいただきました後も大切に保管ください。 
 

団体定期保険 

－ 契 約 概 要 － （生保） 
 
 この「団体定期保険 契約概要」は、お申込の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。お申込前に必

ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込いただきますようお願いいたします。 

 契約概要に記載の支払事由や給付に際しての制限事項などは、概要や代表事例を示しています。各事項の詳細等については、加入勧奨資料の

該当箇所を必ずご確認ください。 
 

商品のしくみ 
□保険商品の正式名称 

 災害割増特約付団体定期保険 

□保険商品の特徴 

 企業・団体の従業員・所属員等の方について、万一のときの保障を確保するために、企業・団体を契約者として運営する団体保険商品です。保険

期間は 1年ですが、更新により一定年齢まで継続してご加入いただくことが可能です。 
 

保険期間 
 保険期間は 2021年 4月 1日から 2022年 3月 31日までの 1年間であり、一旦ご加入されると、更新日現在満 75歳 6 ヵ月まで継続してご加入 

いただけます。 

支払事由（概要） 
 この保険からお支払いする保険金と、その支払事由の概要は次のとおりです。 

  ・死亡保険金   ：保険期間中に死亡されたとき 

  ・高度障害保険金：保険期間中に加入（責任開始）日以後に発生（発病）した傷害（疾病）により、所定の高度障害状態に該当されたとき 

  ・災害保険金   ：保険期間中に、加入日以後の不慮の事故による傷害により、その事故の日から 180日以内に死亡されたとき、または、加入

日以後に発病した所定の感染症により死亡されたとき 

  ・災害高度障害保険金：保険期間中に加入（責任開始）日以後に発生した傷害により、その事故の日から 180日以内に所定の高度障害状態に

該当されたとき、または、加入日以後に発病した所定の感染症により高度障害状態に該当されたとき 

 なお、 

  ・支払事由に該当し、保険金をお支払いした場合には、その保障は消滅します。 

  ・高度障害保険金をお支払いした場合には、死亡保険金を重複してお支払いしません。また、死亡保険金をお支払いした場合には、その後、高

度障害保険金のご請求を受けても、これをお支払いしません。 

  ・災害高度障害保険金をお支払いした場合には、災害死亡保険金を重複してお支払いしません。また、災害死亡保険金をお支払いした場合に

は、その後、災害高度障害保険金のご請求を受けても、これをお支払いしません。 
 

ご加入者の範囲等 
 ご加入いただける方、およびご加入いただける保険金額・給付金額には一定の範囲があります。詳細は、「加入勧奨資料」をご覧ください。 
 

保険料について 
 保険料は毎年の更新時に加入状況・加入者の年齢に基づき、契約ごとに算出し変更します。また払込方法、払込支払経路等も契約ごとに異なり

ます。なお、掛金は、この保険料と制度運営費から構成されますが、詳しくは、「加入勧奨資料」の該当箇所をご参照ください。 
 

脱退による返戻金・満期保険金について 
 この保険には、被保険者の脱退による返戻金、および保険期間満了による満期保険金はありません。 
 

保険金・給付金等のご請求について 
 支払事由が発生する事象、保険金・給付金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合については、加入勧奨資料等に記載しておりま

すので、ご確認ください。 

 保険金・給付金などのご請求は、団体（保険契約者）経由で行っていただく必要がありますので、保険金・給付金などの支払事由が生じた場合だ

けでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに団体窓口へご連絡ください。 

 保険金・給付金などの支払事由が生じた場合、ご加入内容によっては、複数の保険金・給付金などの支払事由に該当する場合がありますので、

不明な点がある場合等には、すみやかに団体窓口へご連絡ください。 

 なお、当社で委託した確認担当者が保険金・給付金等のご請求の際ご請求内容について確認させていただく場合があります。 
 

各ご照会窓口 
 一般社団法人 東京実業連合会、および生命保険協会に、各々ご照会窓口を設置しています。 

 詳細は、裏面の「注意喚起情報」をご覧ください。 


